
（平成２２年９月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認岡山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

岡山厚生年金 事案 1032  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 20 年 11 月 30 日から 22 年５月 30 日まで

については、厚生年金保険被保険者であったと認められることから、Ａ社に

おける被保険者資格の喪失日に係る記録を同年５月 30 日に訂正し、同期間の

標準報酬月額を１万円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 23年９月１日から 25 年 12 月１日

までの厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる

ことから、上記事業所における被保険者資格の取得日に係る記録を 23 年９月

１日に訂正し、同期間の標準報酬月額を昭和 23 年９月から同年 11 月までは

3,300 円、同年 12 月から 24 年４月までは 4,200 円、同年５月から 25 年 11

月までは 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る昭和 23 年９月から 25 年 11 月までの厚生年

金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認め

られる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20年 11月 30日から 25年 12月１日まで 

昭和 19 年１月にＡ社に入社し、同年 11 月に同社に在籍したまま陸軍に

現役兵として入隊し満州へ渡った。昭和 20 年８月の終戦と同時にシベリア

に連行され、３年間の抑留生活を終え、23 年９月１日に復員し、同社に職

場復帰した。それ以降、昭和 57 年３月に定年退職するまで同社に継続して

勤務していた。 

満州に渡ってから帰国し職場復帰するまでの期間及び職場復帰してから

厚生年金保険の被保険者資格を再取得したとされている昭和 25 年 12 月１

日までの期間についてもＡ社に在籍していたことが永年勤続の表彰状から

も確認できる上、昭和 24 年４月以降については皆勤の表彰状もあるため、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録によると、申立人は、申立てに係る事業所において厚生

年金保険の被保険者資格を昭和 19 年２月１日に取得し、20 年 11 月 30 日

に同資格を喪失した後、25 年 12 月１日に同事業所において再度資格を取



                      

  

得しており、申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、申立人の本籍地がある県が保管する兵籍簿（写し）及び申立て

に係る事業所が発行した在籍証明書から、申立人は、昭和 19 年 11 月１日

から 23 年９月１日まで陸軍に召集されているものの、申立期間を含む 19

年１月 11 日から 57 年３月 31 日まで同事業所に継続して在籍していること

が確認できる。 

 また、旧厚生年金保険法第 59 条の２において、昭和 19 年 10 月１日から

22 年５月２日までに厚生年金保険被保険者が陸海軍に徴集又は召集された

期間については、厚生年金保険料を被保険者及び事業主共に免除（全額）

し、被保険者期間として参入する旨規定されているところ、申立ての事業

所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（申立人の欄）の備考欄には

申立人が同規定の適用対象者であることを示す「59 条の２」と記載されて

いる。 

さらに、上記の被保険者名簿において、被保険者資格の喪失日が昭和 22

年５月 30 日であり応召中と記載された被保険者が複数名認められることか

ら、申立てに係る事業所においては、旧厚生年金保険法第 59 条の２の適用

対象者について、同年５月 30 日付けで資格喪失届を提出したと推認される

上、申立人の資格喪失日についても同日と記載された形跡がうかがえる。 

加えて、上記の被保険者名簿において、申立人に係る昭和 21 年４月及び

22 年６月の標準報酬月額の改定記録が確認できることから、申立てに係る

事業所の事業主は、申立人が昭和 20 年 11 月 30 日に厚生年金保険の被保険

者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったとは

考え難い。 

これらの事情を踏まえると、申立人は、申立期間のうち、昭和 20 年 11

月 30 日から 22 年５月 30 日までについて、厚生年金保険の被保険者であっ

たと認められる。 

なお、上記期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保

険法の一部を改正する法律（昭和 44 年法律第 78 号）附則第３条の規定に

準じ、１万円とすることが必要である。 

２ 雇用保険の記録、申立てに係る事業所が発行した在職証明書、申立人の

同僚（当時）の証言等から、申立人は、シベリア抑留から復員した昭和 23

年９月に同事業所に復職し、同月以降、被保険者資格を喪失した日（昭和

57 年４月１日）の前日まで同事業所に継続して勤務していたことが認めら

れる。 

また、申立人に係る雇用保険の記録から、申立人は、旧失業保険法が施

行された昭和 22 年 11 月１日に雇用保険（失業保険）の被保険者資格を取

得し、その後、申立人が申立てに係る事業所における厚生年金保険の被保

険者資格を再取得（昭和 25 年 12 月１日）するまでも継続して雇用保険の

被保険者となっており、事業主は、申立人がシベリアに抑留されていた期

間（昭和 20 年８月から 23 年９月まで）についても同事業所の従業員とし

て取り扱っていたものと推認できる。 

さらに、申立人と同じく申立てに係る事業所に在職中に徴集され、終戦



                      

  

後、復職したと回答している同僚には、復職した時点から厚生年金保険の

被保険者記録があることが確認できる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、厚生年金保険被保険者として

昭和 23 年９月から 25 年 11 月までの厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認められる。 

また、上記期間の標準報酬月額は、申立てに係る事業所において、申立

人と同時期に勤務していた同僚の厚生年金保険被保険者名簿の記録から、

昭和 23 年９月から同年 11 月までは 3,300 円、同年 12 月から 24 年４月ま

では 4,200 円、同年５月から 25 年 11 月までは 8,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主が昭和 23 年９月から 25 年 11月までの厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、これ

を推認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを推認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、行ったとは認められない。 

３ 一方、申立期間のうち、昭和 22 年５月 30 日から 23 年９月１日までの期

間については、申立てに係る事業所は、「申立人の厚生年金保険の適用及

び厚生年金保険料の控除については不明である。」と回答しており、ほか

に申立人の同期間の厚生年金保険料が給与から控除されていたことをうか

がわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として上

記期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 1033 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められることから、申立人のＡ社における被保険者資格の喪失日に

係る記録を平成６年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 32 万円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年２月 28日から同年３月１日まで 

平成元年８月１日から６年２月 28 日までＡ社において勤務し、同年３月

１日付けで関連事業所であるＢ社（現在は、Ｃ社）に異動した。その間、

継続して厚生年金保険に加入し、給与から厚生年金保険料を控除されてい

たにもかかわらず、Ａ社における被保険者資格の喪失日が６年２月 28 日と

され、同月の厚生年金保険の加入記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及びその関連事業所が保管している労働者名簿、賃金台帳及び給与明

細書から、申立人は、申立てに係るグループ事業所に継続して勤務し（平成

６年３月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間の厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社が保管している賃金台帳

において確認できる申立人に係る平成６年２月の厚生年金保険料控除額から、

32万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、社会保険事務所（当時）に対し誤った資格の喪失日を届け、

申立期間の厚生年金保険料についても納付していないことを認めていること

から、社会保険事務所は、申立人に係る平成６年２月の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 1034 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められることから、申立人のＡ社における被保険者資格の喪失日に

係る記録を平成６年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 17 万円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年２月 28日から同年３月１日まで 

平成４年４月１日から６年２月 28 日までＡ社において勤務し、同年３月

１日付けで関連事業所であるＢ社（現在は、Ｃ社）に異動した。その間、

継続して厚生年金保険に加入し、給与から厚生年金保険料を控除されてい

たにもかかわらず、Ａ社における被保険者資格の喪失日が６年２月 28 日と

され、同月の厚生年金保険の加入記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及びその関連事業所が保管している労働者名簿、賃金台帳及び給与明

細書から、申立人は、申立てに係るグループ事業所に継続して勤務し（平成

６年３月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間の厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社が保管している賃金台帳

において確認できる申立人に係る平成６年２月の厚生年金保険料控除額から、

17万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、社会保険事務所（当時）に対し誤った資格の喪失日を届け、

申立期間の厚生年金保険料についても納付していないことを認めていること

から、社会保険事務所は、申立人に係る平成６年２月の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 1035 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められることから、申立人のＡ社における被保険者資格の喪失日に

係る記録を平成６年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 17 万円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年２月 28日から同年３月１日まで 

平成４年４月１日から６年２月 28 日までＡ社において勤務し、同年３月

１日付けで関連事業所であるＢ社（現在は、Ｃ社）に異動した。その間、

継続して厚生年金保険に加入し、給与から厚生年金保険料を控除されてい

たにもかかわらず、Ａ社における被保険者資格の喪失日が６年２月 28 日と

され、同月の厚生年金保険の加入記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及びその関連事業所が保管している労働者名簿、賃金台帳及び給与明

細書から、申立人は、申立てに係るグループ事業所に継続して勤務し（平成

６年３月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間の厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社が保管している賃金台帳

において確認できる申立人に係る平成６年２月の厚生年金保険料控除額から、

17万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、社会保険事務所（当時）に対し誤った資格の喪失日を届け、

申立期間の厚生年金保険料についても納付していないことを認めていること

から、社会保険事務所は、申立人に係る平成６年２月の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 1039 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①のうち、平成 17 年５月１日から同年９月１日までの

期間、同年 11 月１日から 18 年９月１日までの期間及び 19 年３月１日から同

年９月１日までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、申

立人のＡ社における同期間の標準報酬月額に係る記録を、それぞれ、17 年５

月から同年８月までの期間、同年 11 月から 18 年８月までの期間及び 19 年３

月は 18 万円に、同年４月から同年８月までは 19 万円に訂正することが必要

である。 

また、申立人は、申立期間②から⑥までについて、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めら

れることから、申立人のＡ社における同期間の標準賞与額に係る記録を、そ

れぞれ、平成 17 年７月 31 日は５万円、同年 12 月 25 日及び 18 年７月 31 日

は 10 万円、同年 12 月 25 日は９万 7,000 円、19 年７月 31 日は 14 万 6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額及び標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 58年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年５月１日から 19年９月１日まで 

② 平成 17年７月 31日 

③ 平成 17年 12月 25日 

④ 平成 18年７月 31日 

⑤ 平成 18年 12月 25日 

⑥ 平成 19年７月 31日 

事業所が社会保険事務所（当時）に届出を行った標準報酬月額と実際の

給与月額に相違があり、賞与に係る届出は行われていないので、厚生年金

保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準報酬月額及び標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂



                      

  

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

厚生年金保険料額及び申立人の報酬額のそれぞれに見合う標準報酬月額及

び標準賞与額の範囲内であることから、記録の訂正等を行う場合は、これ

らの標準報酬月額及び標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

２ 申立期間①のうち、平成 17 年６月１日から同年９月１日までの期間、同

年 11 月１日から 18 年３月１日までの期間、同年４月１日から同年９月１

日までの期間及び 19 年３月１日から同年９月１日までの期間の申立人の標

準報酬月額については、申立人が所持する給与明細書において確認できる

保険料控除額から、それぞれ、17 年６月から同年８月までの期間、同年 11

月から 18 年２月までの期間、同年４月から同年８月までの期間及び 19 年

３月は 18 万円に、同年４月から同年８月までの期間は 19 万円に訂正する

ことが必要である。 

また、給与明細書が無い平成 17 年５月１日から同年６月１日までの期間

及び 18 年３月１日から同年４月１日までの期間の標準報酬月額については、

その前後の月に係る給与明細書又は給与支払報告書から推認し、17 年５月

及び 18年３月は 18万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月

額を社会保険事務所に対し誤って届出を行い、また、当該申立てに係る厚

生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

３ 申立人が所持する賞与明細書から、申立人は、申立期間⑤及び⑥につい

て、申立てに係る事業所から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたと認められる。 

また、申立人の上記期間の標準賞与額については、賞与明細書において

確認できる保険料控除額から、平成 18 年 12 月 25 日は９万 7,000 円、19

年７月 31日は 14万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立期間⑤及び⑥の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険

事務所に提出しておらず、また、同賞与に係る保険料を納付していないこ

とを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

４ 給与支払報告書及び申立人の預金通帳に記載された賞与振込額から、申

立人は、申立期間②、③及び④について、申立てに係る事業所から賞与の

支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと推

認できる。 

また、申立人の上記期間の標準賞与額については、給与支払報告書及び

上記通帳に記載された賞与振込額から推認し、平成 17 年７月 31 日は５万

円、同年 12 月 25 日及び 18 年７月 31 日は 10 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立期間②、③及び④の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会



                      

  

保険事務所に提出しておらず、また、同賞与に係る保険料を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

５ 一方、申立期間①のうち、平成 17 年９月１日から同年 11 月１日までの

期間及び 18 年９月１日から 19 年３月１日までの期間については、社会保

険庁（当時）が記録する標準報酬月額と申立人が所持する給与明細書等に

より確認又は推認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額とが

一致することから、同期間の標準報酬月額に係る記録を訂正する必要は認

められない。 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 1040 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①のうち、平成元年７月１日から同年 11 月１日までの

期間、同年 12 月１日から２年５月１日までの期間、同年９月１日から同年

11 月１日までの期間、同年 12 月１日から５年７月１日までの期間、同年９

月１日から 16 年 10 月１日までの期間、17 年 11 月１日から 18 年９月１日ま

での期間及び同年 11 月１日から 19 年９月１日までの期間について、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認められることから、申立人のＡ社における同期間の標準報酬月

額に係る記録を、それぞれ、元年７月から同年 10 月までは 28 万円に、同年

12 月は 30 万円に、２年１月及び同年２月は 26 万円に、同年３月、同年４月、

同年９月及び同年 10 月は 30 万円に、同年 12 月は 34 万円に、３年１月から

同年 10 月までは 32 万円に、同年 11 月から４年 10 月までは 36 万円に、同年

11 月から５年６月までの期間及び同年９月から６年 10 月までの期間は 41 万

円に、同年 11 月は 36 万円に、同年 12 月から７年 10 月までは 41 万円に、同

年 11 月から 16 年９月までの期間及び 17 年 11 月から 18 年８月までの期間は

44 万円に、同年 11 月から 19 年２月までは 47 万円に、同年３月から同年８

月までは 50万円に訂正することが必要である。 

また、申立人は、申立期間②から⑩までについて、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めら

れることから、申立人のＡ社における同期間の標準賞与額に係る記録を、そ

れぞれ、平成 15 年７月 31 日、同年 12 月 25 日、16 年７月 31 日、同年 12 月

25 日、17 年７月 31 日、同年 12 月 25 日及び 18 年７月 31 日は 30 万円、同年

12月 25日及び 19年７月 31日は 29 万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額及び標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年７月１日から 19年９月１日まで 

             ② 平成 15年７月 31日 

③ 平成 15年 12月 25日 

④ 平成 16年７月 31日 

⑤ 平成 16年 12月 25日 



                      

  

⑥ 平成 17年７月 31日 

⑦ 平成 17年 12月 25日 

⑧ 平成 18年７月 31日 

⑨ 平成 18年 12月 25日  

⑩ 平成 19年７月 31日 

給与明細書と厚生年金保険の被保険者記録照会回答票を確認したところ、

記録が整合しておらず、また、賞与については被保険者記録が無いので、

訂正をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準報酬月額及び標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

厚生年金保険料額及び申立人の報酬額のそれぞれに基づく標準報酬月額及

び標準賞与額の範囲内であることから、記録の訂正等を行う場合は、これ

らの標準報酬月額及び標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

２ 申立期間①のうち、平成元年７月１日から同年 11 月１日までの期間、同

年 12 月１日から２年５月１日までの期間、同年９月１日から同年 11 月１

日までの期間、同年 12 月１日から３年 12 月１日までの期間、４年１月１

日から同年３月１日までの期間、同年４月１日から５年７月１日までの期

間、同年９月１日から６年 12 月１日までの期間、７年１月１日から同年２

月１日までの期間、同年３月１日から 12 年 12 月１日までの期間、13 年１

月１日から 15 年１月１日までの期間、同年３月１日から同年４月１日まで

の期間、同年７月１日から 16 年６月１日までの期間、同年８月１日から同

年 10 月１日までの期間、17 年 11 月１日から 18 年１月１日までの期間、

同年２月１日から同年９月１日までの期間及び同年 11 月１日から 19 年９

月１日までの期間の申立人の標準報酬月額については、申立人が所持する

給与明細書及び事業所が保管する賃金台帳において確認できる保険料控除

額から、また、15 年４月１日から同年７月１日までの標準報酬月額につい

ては、申立人が所持する給与明細書の報酬月額に見合う標準報酬月額から、

それぞれ、元年７月から同年 10 月までは 28 万円に、同年 12 月は 30 万円

に、２年１月及び同年２月は 26 万円に、同年３月、同年４月、同年９月及

び同年 10 月は 30 万円に、同年 12 月は 34 万円に、３年１月から同年 10 月

までは 32 万円に、同年 11 月、４年１月、同年２月及び同年４月から同年

10 月までの期間は 36 万円に、同年 11 月から５年６月までの期間及び同年

９月から６年 10 月までの期間は 41 万円に、同年 11 月は 36 万円に、７年

１月及び同年３月から同年 10 月までの期間は 41 万円に、同年 11 月から

12 年 11 月までの期間、13 年１月から 14 年 12 月までの期間、15 年３月か

ら 16 年５月までの期間、同年８月、同年９月、17 年 11 月、同年 12 月及

び 18 年２月から同年８月までの期間は 44 万円に、同年 11 月から 19 年２



                      

  

月までは 47 万円に、同年３月から同年８月までは 50 万円に訂正すること

が必要である。 

また、給与明細書及び賃金台帳が無い平成３年 12 月１日から４年１月１

日までの期間、同年３月１日から同年４月１日までの期間、６年 12 月１日

から７年１月１日までの期間、同年２月１日から同年３月１日までの期間、

12 年 12 月１日から 13 年１月１日までの期間、15 年１月１日から同年３月

１日までの期間、16 年６月１日から同年８月１日までの期間及び 18 年１

月１日から同年２月１日までの期間の標準報酬月額は、その前後の月に係

る給与明細書、源泉徴収票、給与支払報告書又は課税台帳から推認し、平

成３年 12 月及び４年３月は 36 万円に、６年 12 月及び７年２月は 41 万円

に、12 年 12 月、15 年１月、同年２月、16 年６月、同年７月及び 18 年１

月は 44万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てに係る報酬月

額を社会保険事務所（当時）に対し誤って届出を行い、また、当該申立て

に係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったと認めていること

から、これを履行していないと認められる。 

３ 申立人が所持する賞与明細書又は事業所が保管する賃金台帳から、申立

人は、申立期間②、③及び⑩について、申立てに係る事業所から賞与の支

払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られる。 

また、申立人の上記期間の標準賞与額については、賞与明細書において

確認できる賞与額により、平成 15 年７月 31日は 30 万円、賞与明細書又は

賃金台帳において確認できる保険料控除額により、同年 12 月 25 日は 30 万

円、19年７月 31日は 29 万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が上記期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に

提出しておらず、また、当該賞与に係る保険料を納付していないと認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 

４ 源泉徴収票、給与支払報告書及び金融機関への賞与振込額から、申立人

は、申立期間④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨について、申立てに係る事業所か

ら賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたと推認できる。 

また、申立人の上記期間の標準賞与額については、源泉徴収票、給与支

払報告書及び金融機関への賞与振込額から推認し、16 年７月 31 日、同年

12 月 25 日、17 年７月 31 日、同年 12 月 25 日及び 18 年７月 31 日は 30 万

円、同年 12月 25日は 29万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が上記期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に

提出しておらず、また、当該賞与に係る保険料を納付していないと認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

５ 一方、申立期間①のうち、平成元年 11 月１日から同年 12 月１日までの

期間、２年５月１日から同年９月１日までの期間、同年 11 月１日から同年

12 月１日までの期間及び５年７月１日から同年９月１日までの期間につい

ては、給与明細書、源泉徴収票及び課税台帳が無く、報酬月額及び厚生年

金保険料控除額を確認することができないことから、また、16 年 10 月１

日から 17 年 11 月１日までの期間及び 18 年９月１日から同年 11 月１日ま

での期間については、社会保険庁（当時）が記録する標準報酬月額と申立

人が所持する給与明細書等により確認又は推認できる厚生年金保険料額に

見合う標準報酬月額が一致することから、これらの期間の標準報酬月額に

係る記録を訂正する必要は認められない。 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 1041 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間③の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社（平成元年２月にＢ社に商号変

更）Ｃ支店における厚生年金保険被保険者資格の喪失日を昭和 41 年２月１日

に訂正し、同年１月の標準報酬月額を４万 5,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間③の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 30年６月１日から同年７月１日まで 

         ② 昭和 38年２月 22日から同年８月１日まで 

                  ③ 昭和 41年１月 31日から同年２月１日まで 

昭和 30 年６月１日にＡ社に就職し、平成２年６月まで引き続き勤務した

にもかかわらず、就職当初の昭和 30 年６月及びＣ支店からＤ支店に転勤し

た 41年１月の厚生年金保険の加入記録が無いのは納得できない。 

また、昭和 38 年２月にＥ支店からＣ支店に支店長代理に昇格して転勤し

た際、同年２月から同年７月までの標準報酬月額は、前任地のＥ支店での

標準報酬月額より 4,000 円低い２万 6,000 円となったが、本来は同年８月

以降と同じ３万 6,000円となるべきであり、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ｂ社本店が提出した在籍証明書及び雇用保険の記録から、申立人は、申

立期間③においてＡ社に勤務（昭和 41 年２月１日にＣ支店からＤ支店に

異動）していたことが確認できる。 

また、Ｂ社本店の社会保険事務担当者は、「当時の資料を保管しておら

ず、各支店で行っていた社会保険の事務処理状況は不明であるが、現在で

は転勤の際に厚生年金保険料を控除しないことはあり得ない。」と証言し

ており、申立人は、申立期間③の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認められる。 

なお、申立期間③の標準報酬月額については、申立人に係るオンライン

記録（昭和 40 年 12 月の標準報酬月額）から、４万 5,000 円とすることが



                      

  

必要である。 

また、事業主が申立人に係る申立期間③の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、事業主が申

立人に係る被保険者資格の喪失日を昭和 41 年２月１日と届け出たにもかか

わらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年１月 31 日と誤って記録する

ことは考え難いことから、事業主は同日を喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年１月の保険料について納入の告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は還付した場合を含む。）、事業主

は、これを履行していないと認められる。 

２ 一方、Ｂ社本店が提出した在籍証明書及び雇用保険の記録から、申立人

が、申立期間①において、Ａ社Ｃ支店に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ａ社Ｃ支店が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭

和 30 年７月１日であり、同支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

には、同日以前に厚生年金保険の被保険者資格を取得している者は確認で

きない。 

また、申立人と同じ日にＡ社Ｃ支店において厚生年金保険の被保険者資

格を取得した同僚（当時の社会保険事務担当者）は、「昭和 30 年４月にＡ

社Ｃ支店に入社したが、入社から３か月間は試用期間であり、同年７月に

厚生年金保険の被保険者資格を取得した。申立人は同年６月に同支店に入

社しており、本来は８月までは試用期間だが、同支店の適用事業所届に合

わせて同年７月に被保険者資格の取得届を提出したものである。」と証言

している。 

さらに、Ｂ社が保管している申立人の職歴表に、「昭和 36 年６月１日に

試採用する、同年９月１日にＦに採用する。」旨の記載があり、申立期間

中は試用期間であったことが推認できる。 

加えて、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料の控除について推認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①の厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

３ Ｂ社は、申立期間②当時における賃金台帳等の資料を保管していない上、

申立人も申立期間②の給与明細書等を所持しておらず、申立人に係る申立

期間②の報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確認することができない。 

また、申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の標準報酬月額

の記録は、さかのぼって訂正されているなどの不自然な処理が行われたこ

とをうかがわせる形跡は確認できない。 

さらに、Ａ社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申

立期間②当時、転勤の際に標準報酬月額が下がっている者が４人確認でき

るところ、同支店において社会保険事務を担当したことのある申立人の同

僚は、「申立人が転勤前に勤務したＥ支店は大企業グループとの取引もあ



                      

  

り残業時間が多かったが、Ｃ支店は開店して間もないため残業時間が少な

かった。転勤の際に申立人の標準報酬月額が下がったのは、残業手当の差

によるものだと思う。」旨証言している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間②について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 1036 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①、②及び③について、厚生年金保険被保険者として

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 また、申立人は、申立期間④について、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間  ： ① 昭和 26年 10月１日から 27年３月１日まで 

② 昭和 27年３月４日から同年７月１日まで 

③ 昭和 27年７月 14日から同年 10月１日まで 

④ 昭和 33年８月１日から 34年８月１日まで 

申立期間①及び②について、それぞれ、Ａ社及びＢ社において勤務して

いたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

また、昭和 27 年７月 14 日にＣ社に入社したにもかかわらず、同社にお

ける申立期間③の厚生年金保険の加入記録が無いことに納得できない。 

さらに、申立期間④について、当時のＣ社における給料は上がることは

あっても下がることはなかったはずであり、その前後の期間と比較して標

準報酬月額が低くなっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ Ａ社における厚生年金保険の被保険者記録を有する従業員の証言から、

期間は特定できないものの、申立人が申立期間①当時に同事業所に勤務し

ていたことは推認できる。 

    しかしながら、同事業所は、昭和 29 年１月１日に適用事業所でなくなっ

ており、閉鎖登記簿も保存されていないことから、当時の役員を特定する

ことができず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除の状況を確認

できない。 

    また、申立期間①の厚生年金保険料が給与から控除されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立期間①

に係る申立人の記録は無く、健康保険整理番号の欠番も無い。 



                      

  

  ２ Ｂ社は、昭和 34 年８月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、

申立期間②においては適用事業所ではない。 

    また、同事業所が適用事業所となった際に厚生年金保険の被保険者資格

を取得している従業員には、申立人を記憶している者はおらず、同事業所

が適用事業所となる前から厚生年金保険料が控除されていたかどうかにつ

いても確認できない。 

３ Ｃ社（現在は、Ｄ社に名称変更）が保管する申立人に係る社員台帳及び

「初任給並資格決定申請書」から、申立人が、昭和 27 年７月 15 日から 63

年９月 30日まで同事業所において勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｄ社は、「申立人の厚生年金保険料の控除については不

明である。」と回答しているほか、Ｃ社における厚生年金保険被保険者資

格を申立人が取得した日と同じ日に取得している従業員５人のうち、４人

は「入社してすぐには厚生年金保険に加入していなかった。」と証言して

おり、同事業所の事業主は、必ずしも従業員全員を採用と同時に厚生年金

保険に加入させていたわけではなかったと推認できる。 

また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立期間③に

係る申立人の記録は無く、健康保険整理番号の欠番も無い。 

４ Ｄ社は、「申立人に係る申立期間④の標準報酬月額については不明であ

る。」と回答しており、申立てに係る事実をうかがわせる証言や関係資料

を得ることはできなかった。 

  また、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を取得した日と同じ日にそ

れを取得し、申立期間④当時も継続して在籍していた同僚 13 人のうち、申

立人を含む５人は昭和 33 年に標準報酬月額を１等級又は２等級引き下げら

れている上、別の一人は 29 年及び 35 年に標準報酬月額をそれぞれ２等級

引き下げられており、当時、標準報酬月額が引き下げられていることに不

自然さは見当たらない。 

  さらに、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が給与

から控除されていることをうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

５ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び③の厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  また、申立人は、申立期間④について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 1037 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年２月ごろから同年９月ごろまで 

昭和 40 年２月ごろに事務員としてＡ社に入社したが、従事した業務は

店舗での販売であり採用条件と異なっていたため、同年９月ごろに退職し

た。しかし、その後、同事業所から誘われ昭和 41 年５月に、再度、入社

した。 

２回目に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録はあるが、最初に勤務

した申立期間の記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の同僚（複数）の証言から、勤務期間は特定できないが、申立人は

厚生年金保険の被保険者記録のある昭和 41 年５月以前にも、申立てに係る事

業所に勤務していたことが推認できる。 

しかし、上記の同僚が、申立てに係る事業所においては実際の勤務期間と

厚生年金保険加入期間が異なっており、同事業所の事業主は、必ずしも従業

員全員を採用と同時に厚生年金保険に加入させていたわけではなかったと推

認できる。 

さらに、申立てに係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿をみて

も、申立期間において厚生年金保険の被保険者資格を取得した者はいない上、

申立期間前後の健康保険整理番号の欠番もない。 

加えて、申立てに係る事業所は既に解散している上、事業主及び社会保険

事務を担当していたと思われる税理士は既に死亡しており、当時の役員に照

会しても、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認するこ

とができない。 

このほか、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料が給与から控除されて

いたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 1038 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 29年６月ごろから 31年 12 月７日まで  

         ② 昭和 40年２月１日から 42年７月 17日まで    

昭和 29 年３月に中学校を卒業してから数か月後にＡ社で働き始めた。

給料は明細書を見ることなく袋ごと親に渡しており、厚生年金保険料が控

除されていたかどうかは分からないが、昭和 38 年までＢ等として勤務し

ていたにもかかわらず、申立期間①についてＡ社における厚生年金保険の

加入記録が無いのは納得できない。 

また、昭和 40 年２月から義父の勧めで当時住んでいた離島にあるＣ社

にＢとして勤務した。Ｃ社には、本土に所在する、別の事業所に勤務した

昭和 42 年７月まで勤務していたにもかかわらず厚生年金保険の加入記録

が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人の同僚（当時）の証言から、申立人が申立期間①においてＡ社に

勤務していたことは推認できる。 

 しかしながら、申立人と同世代で、かつ、申立人と同様にＤに従事して

いた申立人の同僚３人にはＡ社における厚生年金保険の被保険者記録は無

い上、申立人と同様に、中学校を卒業した後の昭和 31 年４月に同事業所に

就職した申立人の弟についても、同月から 33 年５月までの被保険者記録は

無く、同事業所の事業主は、必ずしもすべての従業員を採用と同時に厚生

年金保険に加入させていたわけではなかったと推認できる。 

 また、Ａ社の事業主は既に死亡しており、当時の関係資料は保管されて

おらず、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料が給与から控除されてい

たことをうかがわせる証言等を得ることはできなかった。 

２ Ｃ社は、申立人が勤務したと主張する場所及びその周辺には、厚生年金

保険の適用事業所として存在しない上、一緒に勤務していたとする申立人

の弟に係る厚生年金保険の加入記録にもＣ社に係る記録は無い。 

 また、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料が給与から控除されて



                      

  

いたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

     ３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 1042 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治 44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 24年３月１日から 27年３月 31 日まで 

Ａ社に戦前から勤務し、戦時中を除き、終戦後も約７年間勤務しており、

同社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 24 年３月１日から 27 年３

月末までは厚生年金保険に加入しているはずであるので、記録を訂正して

ほしい。 

(注) 申立ては、死亡した申立人の子が申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立てに係る事業所が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 24 年３月１

日に６人が被保険者資格を取得しているが、そのうち、申立期間当時の事業

主を含む３人は既に死亡しており、他の３人は連絡先が不明であるため、申

立人の勤務実態についての証言を得られず、同事業所は「当時の資料が保管

されておらず、申立人の勤務実態、厚生年金保険の加入状況等については不

明である。」と回答している。 

また、申立人の子は、「給与明細書等の資料は無く、厚生年金保険料の控

除額については不明である。」としている上、申立人に係る申立期間の厚生

年金保険料が給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺

事情も見当たらない。 

さらに、申立ての事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申

立期間に係る申立人の記録は無く、健康保険整理番号の欠番も無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

 

岡山厚生年金 事案 1043 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年７月１日から同年 10月１日まで 

昭和 27年４月１日から 43年３月 26日までＡ事業所にＢとして勤務し、

申立期間については、理事長の命令で同じ系列グループ内のＣ事業所にお

いてＤとして経営指導に従事していたにもかかわらず、この期間の厚生年

金保険の加入記録が無いことに納得できない。 

なお、この期間の報酬は事務職員が自宅まで持参してくれており、報酬

月額はＢとして勤務していた時と同じだったと思う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所は、「人事記録等の関係資料から、申立人は申立期間中も在籍し

ていた。」と回答しており、申立人は、申立期間中において、同事業所に勤

務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ事業所が保管する申立人に係る給与金計算書及び所得税

源泉徴収簿から、申立期間の厚生年金保険料が控除されていないことが確認

できる。 

また、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立期間に

係る申立人の記録は無く、健康保険整理番号の欠番も無い。 

さらに、申立人が申立期間の厚生年金保険料を給与から控除されていたこ

とをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


